
- 1 - 

中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告 

 

平成 25 年８月５日 

 

１ はじめに 

  平成 25 年度の地域別最低賃金額改定の目安については、累次にわたり会議を開催し、

目安額の根拠等についてそれぞれ真摯な議論が展開されるなど、十分審議を尽くした 

ところである。 

 

２ 労働者側見解 

労働者側委員は、「経済財政運営と改革の基本方針」及び「日本再興戦略」に配意し

た調査審議が求められたこと並びに諮問に際しての大臣からの挨拶を受け止めつつ、公

労使三者の真摯な話し合いを通じた審議が基本的態度であるとの認識を示した上で、物

価上昇や、非正規労働者及びワーキングプアの増加といった格差・貧困問題が深刻化し

ている中にあって、セーフティネットである最低賃金制度の役割の重要性が高まってお

り、最低賃金の引上げによって、賃金全体を底上げし、国民が安心して暮らせる社会を

つくる必要があると主張した。 

また、最低賃金がその役割を発揮するためには、高卒初任給やリビングウェイジの水

準の早期達成が必要であり、勤労による生活の成立とそこからの労働力の再生産や内需

の拡大を通じた経済成長の促進といった好循環を生み出していくことが重要であると

主張した。 

今年度の目安審議に当たっては、地域における労働者の生計費・賃金水準を重視する

こと、物価上昇、特に低所得者層における影響に配慮すること、憲法第 25 条、最低賃

金法第 1 条、労働基準法第 1 条の趣旨を十分に考慮しつつ、また、C・D ランクの本来あ

るべき水準を加味した議論を行いたいと主張した。 

生活保護との乖離があった地域については、未だに全て解消できていないのは遺憾で

あるとした上で、最低賃金法第９条第３項の趣旨にかんがみ、乖離額は全額今年で解消

すべきである。最低賃金と生活保護との整合性については、生活保護については県庁所

在地の水準で考慮することや最低賃金額が生活保護水準を相当程度上回っていなけれ

ばならないこと、地方最低賃金審議会での逆転解消に関する審議について、強いメッセ

ージを出すべきと主張した。 

また、生活扶助基準額が今後引き下げられるからといって、最低賃金の引上げを抑制

するものではないと主張した。 

 

３ 使用者側見解 

使用者側委員は、企業を取り巻く環境として、今後景気回復へと向かうことが期待さ

れる一方、円安による燃料及び原材料価格の上昇や欧州債務問題、米国の経済状況のリ

スクなど日本経済をめぐる不確実性は引き続き大きいとの認識を示した上で、業況判断

DI、日銀短観、所定内給与の減少トレンド、景気ウォッチャー調査が示す中小企業・小

規模事業者の経済環境は依然として厳しく、実態にそぐわない最低賃金の大幅な引上げ
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は、中小企業・小規模事業者の存続を脅かし、雇用や地域経済にも悪影響を及ぼすと主

張した。 

今年度の目安審議に当たっては、公労使三者が話し合いを通じて法の原則及び目安制

度を基とするとともに、時々の事情を総合的に勘案すべきこと、賃金改定状況調査結果

の第４表の賃金上昇率を重視することを主張した。 

また、諮問の際に配意するよう求められた「経済財政運営と改革の基本方針」及び「日

本再興戦略」については、平成 23 年の目安制度のあり方に関する全員協議会で合意し

た内容に照らせば、「時々の事情」としてとらえるべきものであり、配意しつつも、重

視しすぎることなく、一定程度の配慮にとどめるべきであると主張した。加えて、目安

額を検討する際は経済成長率などの目標値ではなく、実績値に基づいた議論をすべきで

あると主張した。 

今年度の目安については、中小企業・小規模事業者の経営体質を強化できる支援策の

拡充がないままで、大幅な引上げは困難であり、最低賃金の引上げが人員削減や採用抑

制といった動きにつながる可能性があることを十分考慮する必要がある。また、第４表

の賃金上昇率を大幅に上回る引上げは困難であると主張した。 

生活保護との乖離については、乖離額を解消しても再び乖離が生じる「逃げ水」のよ

うな状況にある。乖離解消にあたっては、従来のルールに則って行うべきであり、北海

道などの大幅な乖離が生じている地域については、解消年数を延長するなどの柔軟な対

応が必要であると主張した。 

 

４ 意見の不一致 

 本小委員会（以下「目安小委員会」という。）としては、これらの意見を踏まえ目安

を取りまとめるべく努めたところであるが、労使の意見の隔たりが大きく、遺憾ながら

目安を定めるに至らなかった。 

 

５ 公益委員見解及びこれに対する労使の意見 

公益委員としては、今年度の目安審議については、平成 23 年２月 10 日に中央最低  

賃金審議会において了承された「中央最低賃金審議会目安制度のあり方に関する全員 

協議会報告」の４(2)で合意された今後の目安審議のあり方を踏まえ、加えて、「経済財

政運営と改革の基本方針」（平成 25 年６月 14 日閣議決定）及び「日本再興戦略」（同日

閣議決定）に配意し、また、一定の前提の下での比較（当該前提の下での最新のデータ

に基づく比較は、別添参照。）を行った結果、生活保護水準と最低賃金との乖離額が生

じている地域については、実際の賃金分布との関係等にも配慮しつつ、上記の労使の中

小企業・小規模事業者の経営実態等への配慮及びそこに働く労働者の労働条件の改善の

必要性に関する意見等にも表れた諸般の事情を総合的に勘案し、下記１のとおり公益委

員の見解を取りまとめたものである。 

目安小委員会としては、地方最低賃金審議会における円滑な審議に資するため、これ

を公益委員見解として地方最低賃金審議会に示すよう総会に報告することとした。 

また、地方最低賃金審議会の自主性発揮及び審議の際の留意点並びに平成 20 年度  

以降の公益委員見解で示した考え方に基づく生活保護水準と最低賃金との乖離額の 
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解消方法の見直しに関し、下記２のとおり示し、併せて総会に報告することとした。 

さらに、政府において、「経済財政運営と改革の基本方針」及び「日本再興戦略」に

掲げられた中小企業・小規模事業者の生産性向上をはじめとする中小企業・小規模事業

者に対する支援等の拡充に取り組むことを強く要望する。また、行政機関が民間企業に

業務委託を行っている場合に、年度途中の最低賃金額改定によって当該業務委託先にお

ける最低賃金の履行確保に支障が生じることがないよう、発注時における特段の配慮を

要望する。 

なお、下記１及び２の公益委員見解については、労使双方ともそれぞれ主張と離れた

内容となっているとし、不満の意を表明した。 

 

 

記 

 

（以下、別紙１と同じ） 
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生活保護（生活扶助基準（１類費＋２類費＋期末一時扶助費）＋住宅扶助）と最低賃金

生活扶助基準（１類費＋２類費＋期末一時扶助費）人口加重平均＋住宅扶助実績値

最低賃金額×１７３．８×０．８４７

注１）生活扶助基準（１類費＋２類費＋期末一時扶助費）は１２～１９歳単身である。

注２）生活扶助基準は冬季加算を含めて算出。

注３）生活保護のデータは平成２３年度、最低賃金のデータは平成２４年度のもの。

注４）０．８４７は時間額６４５円で月１７３．８時間働いた場合の平成２３年度の税・社会保険料を考慮した可処分所得の総所得に対する比率。

単位：円


